
用語の説明 

「病院」 

医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20 人以上の入院施設を

有するものをいう。 

 

「医育機関」 

「学校教育法」において、医学または歯学の教育を行うことに付随して設けられた病院及

び分院をいい、大学研究所付属病院も含む。 

 

「診療所」 

医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないも

の、又は患者19 人以下の入院施設を有するものをいう。 

 

「介護老人保健施設」 

介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、入所する要介護者に対

し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必

要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいう。 

 
「介護医療院」 

  介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、主として長期にわた

り療養が必要である要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、

医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う

ことを目的とする施設をいう。 


